
令和 6 年度運輸安全マネジメントへの取組 
 

中里交通株式会社は、社長以下全ての社員が一丸となり関係法令等を遵守し、常に事業用自動車の

安全、管理に努め、輸送の安全に関する計画策定（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、改善（Act）のサ

イクルを確実に実施するとともに、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。 

令和 6 年度安全⽅針 

〜 法令・規則を遵守し安全運⾏を果たす！ 〜 
輸送の安全に関する基本的な⽅針 
  ・社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が

最も重要であるという意識を徹底させ、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たし

ます。 

  ・運輸安全マネジメントを確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となっ

て業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。 

  ・関係法令及び安全に関する規定を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行します。 

  ・輸送の安全に関する情報については、積極的に公表し、適時適切に社内において伝達・共用され

るように努めます。 

輸送の安全に関する重点施策 
  ・輸送の安全に確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められ

た事項を遵守します。 

  ・輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うように努めます。 

  ・輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じます。 

  ・輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達・共用します。 

  ・輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施します。 

輸送の安全に関する⽬標 
  ・重大事故ゼロの継続に向けた取り組みを推進します。 

  ・物損事故五割削減を目指します。 

  ・安全方針を事業所に掲示し、常に輸送の安全確保に努めます。 

  ・年 2 回の健康診断の実施 

  ・年 1 回のＳＡＳ検査の実施 

  ・脳ドッグ検査の実施 

  ・年 1 回の一般適性診断の実施 

前年度の⽬標達成状況 
   ・重大事故、人身事故 0 件     0 件   目標達成 

  ・物損事故五割削減を目指す   4 件    目標達成  

  ・年 2 回の健康診断の実施           達成 

  ・年 1 回のＳＡＳ検査の実施           達成 

  ・年 1 回の一般適性診断の実施        達成 

輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 

・全国交通安全運動（春・秋）の実施 

・管理者の外部機関による運輸安全マネジメントセミナーの受講 



・ヒヤリ・ハット情報や事故情報の収集と共有 

・一般救命講習の実施 

・初任診断・一般診断・適齢診断の実施と、診断結果を基に教育・指導 

・年 2 回の健康診断の受診と結果に基づいた健康管理指導 

・SAS（睡眠時無呼吸症候群）・脳ドッグ検査の実施 

 

輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制 
安全管理体制表（組織図） 

 
  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況 
・ヒヤリ・ハットや事故情報を収集し、ドライブレコーダーを利用しての映像教育の実施 

・全乗務員を対象に月 1 回以上の乗務員教育（年間教育計画を作成） 

・外部機関による実技を含んだ乗務員研修への参加 

・適性診断・適齢診断後に結果を基にした教育と指導 

・一般救命救急講習の実施 

輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置を講じようとする措置 
・安全統括管理者は、自らまたは自らが指名する者を実施責任者として、運輸安全マネジメントの

実施状況等を点検するため、適切な時期において業務監査を実施。都度、問題点があれば改善

するように心がけ、迅速な対応ができるようにします。 

 
安全管理規定 

安全管理規定 別紙参照 

 

安全統括管理者 
代表取締役 葛西 和彦 

 

⼀般貸切旅客⾃動⾞運送事業に関する情報 
             別紙参照 

内部監査責任者
葛 ⻄ 和 彦 

安 全 統 括 責 任 者 
葛 ⻄ 和 彦 

整 備  管 理 者 

統括運⾏管理者 

安全衛⽣推進者 
 
 
 
 

整備管理補助者 
 

運 ⾏ 管 理 者 

運⾏管理補助者 


